
法 人 会 入 会 の お す す め 
 

公益社団法人 掛川法人会 

会   長   丸山 勝久 

 

入 会 の お 願 い 
 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、当会は昭和 29 年創立以来堅実な発展を続け税制税務のみでなく、掛川小笠地域の

経済人の唯一横の連絡機関としてその実を上げて参りました。 

 昭和 64 年社団法人に、平成 25 年 4 月よりは公益社団法人として、また平成元年に青年

部会、平成 2年に女性部会を結成し、組織も強化して参りました。 

 どうか貴社もご入会いただき、地域経済の発展にご協力くださいますようお願い申し上げ

ます。 

敬具 

法人会の 理念 

法人会は税のオピニオンリーダーとして 

企業の発展を支援し 

地域の振興に寄与し 

国と社会の繁栄に貢献する 

経営者の団体である 
 

◇法人会とは 

  税務行政に協力することを目的に設立された団体で、法人納税者がその構成員となって

います。公益社団法人掛川法人会は、掛川税務署管内（掛川市・菊川市・御前崎市）に本店（本

社）または支店（支社・事業所）を有する法人で組織しています。現在管内法人の約４６％が

加入しています。 
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Ｒ7.６ 

動画紹介 

法人会って 

どんな団体 
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◇法人会の目的 

  法人会は「税のオピニオンリーダー」として会員に対する税務知識の普及及び向上に努め、

地域企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体

として活動する事を目的としています。 

 

◇法人会の事業 

 ① 税の研修で最新の税知識が得られます。 

 ② 一流の講師による講演会や経営に役立つ研修会を開催しています。 

 ③ さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。 

 ④ 公正で健全な税制の実現のため経営者の声を国や地方へアピールしています。 

 ⑤ 地域社会のため、会員企業の社会貢献活動を支援しています。 

 ⑥ 法人会独自の充実した福利厚生制度を利用できます。 

 ⑦ 税務知識や経営に役立つ小冊子を配布します。 

⑧ セミナーオンデマンド（インターネットを利用したセミナーの聴講）がご利用できます。 

⑨ 法人会員限定の「メリットカード」の提示により、静岡県内と神奈川県内（15 法人会）の

会員特約取扱店で会員特約（割引等）を受けられます。 

  

◇会費について 

会費は下記の通り年額で決められています。 

  ☆一般会員 

資本金及び出資金 年 会 費  ☆支店法人は、資本金に関係なく、基本額 5,500

円とし、更に従業員数による下記金額を加算する。

但し、管内に本社等存在する場合は基本額のみと

する。 

３百万円未満の法人  ４，０００円  

３百万円以上の法人  ５，５００円  

５百万円以上の法人  ７，０００円  

１千万円以上の法人 １０，０００円  従業員数 加算額 年 会 費 

３千万円以上の法人 １５，０００円  １０人未満 ０円 ５，５００円 

５千万円以上の法人 ２０，０００円  １０人以上 １,０００円 ６，５００円 

１億円以上の法人 ３０，０００円  ３０人以上 ３,０００円 ８，５００円 

３億円以上の法人 ４０，０００円  ５０人以上 ５,０００円 １０，５００円 

５億円以上の法人 ５０，０００円  １００人以上 １０,０００円 １５，５００円 

 

☆ 特殊法人… *子会社（親会社と所在地が同一）   ２，０００円 

*公益法人、特殊法人（茶農協を含む） ３，０００円 

 

ご加入年度の年会費は無料です。 

次年度より１年分（４月から翌年３月）の年会費を口座振替にて徴求させていただきます。 

口座振替依頼書をご提出下さい。 振替日 ５月２７日 


